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優先出資証券の償還に関するお知らせ 

当社は、平成 20 年４月 18 日開催の取締役会において、下記の通り、当社グループ保有の海

外特別目的子会社が発行した下記優先出資証券について全額償還することを決議いたしまし

た。 

 

記 

 

１．償還する優先出資証券の概要 

 

【当社保有海外特別目的子会社発行分】 

 
発行体 Mizuho Preferred Capital 

(Cayman) 5 Limited 
Mizuho Preferred Capital 
(Cayman) 6 Limited 

Mizuho Preferred Capital 
(Cayman) 7 Limited 

発行証券

の種類 

配当非累積型永久優先

出資証券 

配当非累積型永久優先

出資証券 

配当非累積型永久優先

出資証券 

償還期日 定めなし 定めなし 定めなし 

任意償還 平成20年６月以降の各

配当支払日に任意償還

可能 

Series AおよびSeries B

平成 20 年６月以降の各

配当支払日に任意償還

可能 

平成 20 年６月以降の各

配当支払日に任意償還

可能 

配当 変動配当 変動配当 変動配当 

発行総額 455 億円 Series A  195 億円 

Series B   25 億円 

510 億円 

払込日 平成 14 年 8 月 9 日 Series A 

平成 14 年８月９日

Series B 

  平成14年８月30日

平成 14 年 8 月 30 日 

償還総額 455 億円 Series A  195 億円 

Series B   25 億円 

510 億円 
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【株式会社みずほコーポレート銀行保有海外特別目的子会社発行分】 

 
発行体 Mizuho Preferred Capital Company 

L.L.C 
Mizuho JGB Investment L.L.C. 

発行証券

の種類 

配当非累積型永久優先出資証券 配当非累積型永久優先出資証券 

償還期日 定めなし 定めなし 

任意償還 平成 20 年 6 月以降の各配当支払日

に任意償還可能 

平成 20 年 6 月以降の各配当支払日に

任意償還可能 

配当 当初 10 年間は固定配当 当初 10 年間は固定配当 

発行総額 10 億米ドル 16 億米ドル 

払込日 平成 10 年 2 月 23 日 平成 10 年 3 月 16 日 

償還総額 10 億米ドル 16 億米ドル 

 

 

２．償還予定日 

 

平成 20 年 6 月 30 日(月) 

 

 

【ご参考】今後の資本政策に関する考え方について 

 

当社は、第十一回第十一種優先株式（発行総額 9,437 億円、以下、民間優先株）(※)の取得請求

期間の開始（平成 20 年７月１日より）に伴い、当社の発行済普通株式数が増加する可能性を勘案

し、その潜在的な希薄化の影響を抑制する等の観点から、昨年度上期より、自己株式（普通株式）

の取得･消却を開始しております。本件優先出資証券の償還後におきましても、平成 19 年５月 22

日に公表いたしました「自己株式（普通株式）の取得に関するお知らせ」等にてご案内のとおり、

市場環境や当社の収益動向等を踏まえ、更なる自己株式の取得枠の設定、および自己株式の取得･

消却を実施することで、今後２年程度での完了を目指して民間優先株の希薄化対策に取組んでまい

ります。 

(※)民間優先株の保有状況について、平成 20 年 3 月末基準の株主名簿上、「証券会社」および「外

国法人等」が保有している割合（株式数）は、発行総額 9,437 億円の約 25％であります。 

（株式の所有者別状況の詳細は、平成 20 年６月に提出する「有価証券報告書」の【株式等の状

況】に記載いたします。） 

 

以 上 

 

 

この文書は、優先出資証券の償還等について、一般に公表するために作成されたものであり、日本国内

外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではございません。 
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